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「金沢国際地方政府宣言」起草に当たって 

 

 混迷を極める日本社会にあって、主権者としての自治への責任、自治体とし

ての自己決定の責務が問われている。私たち市民の政策研究会「くるま座」は、

その責任・責務を果たす鍵は「地方政府の樹立」にあると考える。 

 本宣言を起草するに当たっては、憲法学の鴨野幸雄金沢大学名誉教授には、

２０１２年から一年にも及ぶ「地方政府論」の連続講座を無償で開講して下さ

り、貴重なご教示を頂いた。また、上原公子元国立市長、保坂展人世田谷区長、

佐藤栄佐久元福島県知事との交流から、地方主体の自治政策について触発され

るところ大であった。これらの方々に心からの感謝を申し上げたい。 

さらに、鴨野先生も共同執筆された『地方自治の憲法理論の新展開』（大津

浩編著 敬文堂）に納められた諸論文や「川崎市都市憲章条例案」にも多大な

示唆を受けたことを付け加えておく。 

 

本「金沢国際地方政府宣言」は、第１稿である。起草委員には、その道の専

門家はほとんどいない。着想から３年。学習と生活実感からの問題意識をワー

クショップ方式で自由に出し合い、価値観の共有化を図り、あるべき政策を相

互の討議で構想したものである。より広範な市民から忌憚のない意見を伺い、

それらを吸収し、文字通り「市民のまちづくり構想」として育て上げて頂きた

いと願っている。 
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